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居

統

計

に

就

て

第
三
十
三
巻

住

居

統

計

就

て

五
八
八

岡

崎

第
四
務文

規

園勢調育施行令第三傑参照
昭和五笠岡勢調査施行令第二傑参照
住居問題に闘する文献は神戸高等商業号校術革，Iiff究所編纂，経済法律女献目録
二三一頁乃至二三三頁に掲げられてゐる.惜r'~ζ 白外代新らしき資料'!'L-ては
左の知者ものがあ<>.東京市社曾局，東京市内のZF家に関する調査(昭和五年
五月)東京市統計諜，帝都D新築家屋(昭和1''1年七月) 東京市統計課， 東京

我
闘
の
岡
勢
調
査
法
規
に
於
て
も
見
ら
れ
る
が
如
〈
、
調
査
客
植
は
、
各
個
の
個
人
で
あ
る
が
、
調
査
の
基
本

軍
位
を
こ
の
個
人
に
求
め
や
し
て
、
枇
曾
共
同
生
活
の
最
小
集
聞
で
あ
る
所
の
「
世
帯
」
を
通
じ
て
賓
査
さ
れ
る

事
い
し
む
り
て
ゐ
る
。
そ
し
て
乙

ω世
帯
の
概
か

Jr仇
児
す
み
に
常
り
・
住
日
川
は
共
の
叩
端
本
的
要
素
の
一
つ
を
な
す

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
普
通
の
住
宅
で
あ
っ
て
も
、
或
は
寄
宿
舎
、
病
院
、
強
庖
、
下
宿
屋
ぉ
合
宿
所
、
船
舶

で
あ
っ
て
も
差
支
へ
な
い
c

郎
ち
世
帯
に
し
て
住
居
を
有
せ

Y
る
も
の
は
存
在
し
特
な
い
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
し

か
し
こ
の
場
合
、
住
居
は
、
調
査
の
草
位
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
調
査
事
項
で
も
な
〈
、
只
古
車
に
世
帯
の
概
念

を
決
定
す
る
一
要
件
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
丈
け
で
は
住
居
統
計
じ
闘
す
る
問
題
は
未
だ
後
生
し
得

な
い
の
で
あ
る
。
我
闘
の
第
一
四
国
勢
調
査
並
に
簡
易
国
勢
調
査
の
結
果
が
住
居
に
関
す
る
何
等
の
統
計
資
料
を

も
提
供
し
て
ゐ
な
い
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
然
る
に
第
二
回
国
勢
調
査
に
於
て
は
、
調
査
事
項
中
に
、
新

に
「
住
居
の
室
敷
」
が
加
へ
ら
れ
、
従
っ
て
こ
〉
に
初
め
て
住
居
統
計
が
問
題
と
な
る
に
至
つ
忙
。
尤
も
我
闘
に
於

て
も
、
住
居
問
題
は
、
特
に
欧
洲
大
戦
営
時
よ
り
盛
に
論
議
せ
ら
れ
る
事
と
な
り
、
ま
た
東
京
市
、
大
阪
市
、
京

都
市
某
の
他
に
於
て
調
査
せ
ら
れ
た
る
住
居
統
計
責
料
も
存
在
し
て
ゐ
る
が
、
全
国
的
住
居
調
査
は
、
第
二
四
国

勢
調
査
に
於
て
初
め
て
施
行
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。



　

肚
會
現
象
と
し
て
の
住
居
難
及
び
住
居
弊
害
の
登
生
は
、
其
の
対
策
を
講
ず
る
に
當
り
、
住
昼
状
態
に
閲
す
る

正
確
な
届
知
識
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
こ
～
に
於
て
住
居
に
關
す
る
統
計
調
査
の
要
求
が
自
ら
起
っ
て
来
る
。
從

っ
て
住
居
問
題
と
住
居
統
計
と
は
極
め
て
密
接
な
る
關
係
を
有

つ
事
と
な
る
。
住
居
統
計
に
關
す
る
諸
問
題
を
考

察
し
,㌧且

つ
住
居
統
計
を
し
て
現
實
に
効
果
あ
ら
し
む
る
翁
に
は
、
住
居
問
題
の
性
質
を

一
慮
概
観
も
て
置
く
事

の

が
必
要

で
あ
り

、
ま

た
便

利

で
も
あ
ら

う
。

の

住

居

周

題

は
既

に
古

代

に
も

存

在

し

て

み

た
と

言

は

れ

て

る

る
が

、

し

か

し

こ

の
住

居
問

題

が
廣

く

一
般

に
杜

會

問

題

と

し

て
重

要

な

る
地

位

を

占

む

る

に
至

っ
た

の

は

、
十

九

世

紀

以
後

の
事

に
属

す

る

。
欧

洲

諸

國

に
於

て

機

械

工

業

の
登
達

に
随

絆

し

て
、

人

目

の
急

激

な

る
大

都

市

集
中

が

行

は

な

、
其

の
大

多

数

の
人

口
は

、
故

郷

を

有

た
ざ

る
浮

動

人

口
と

し

て
、

后
家

に
庄

害

し
な

け

ゆ
ば

な

ら

な

声
嚢

と

ぼ

つ
に
。

蜀

塾

D
k

耶

覧

こ
ぐ

ご

ま
暫

コ

コロ
コ

　
ヨ
ノコほ

ピ

ノ
　

　
　

コ
　
ロロこロ

コゴ
リ
　ロ

ヨ

ぐフ
こ

コノ
ゴイに
に　
ニ
ユ　
リ
ワ

を
コ

リ

に
人

U
の
九

〇
乃

至
九
五
%
が
借
家

人

で
あ

る
と
言
は

れ
て
る

る
。
我
国

に
於

て
も

、
近
時
人

口

の
大

都
市
集
中

の
傾
向

は
甚

し

く
、
過
去
三
回

の
國
勢
調

査

の
結
果
を
比
較

し
て
も
、
十

ヶ
年
間

に
郡
部

の
人

口
割
合

が
減

少
し
、

都
市

の
人

口
割

合
が
漸
次
増
大

し

つ

～
あ

る
事
質

を
看
取

す
る
事

が
拙
来

る
。
そ
し

て
昭
和

四
年
十

二
月

の
調
査

に
よ
れ
ば

、
京

都
市

に
於

て
も
総
家
屋

に
劃
す

る
借
家

の
割
合

は
七
〇
%
以
上

に
達

し
て
ゐ

為
。

こ
の
割

合
は

、

東

京
市

、
大
阪
市
等

に
於

て
は
更

に
著

し

い
で
あ
ら
う
と
想
像

せ
ら

れ
る
。

大

都
市

に
於

け

る
大

多
数

の
人

口
が
借
家

入

で
あ

る
と
す

れ
ば

、
結
局

、
家
賃

が
重
要

な
る
問

題

と
な
ら
ざ

る

を
得

な

い
の

で
あ

る
。
借
家

も
他

の
商

品

と
同
じ
く
、
需

要

の
堆
加

に
慮

じ
て
、
供
給

も
増
加

レ
得

る
筈

で
あ
る

が

、
建
築

の
矯

め
に
使
用

し
得

ら
れ

る
土
地

は

、
都
市

に
於

て
は
制
限

せ
ら
れ

て
る

る
爲

め

に
、
貸
家

の
供
給
は

其

の
需
要
と
李
衡

す

る
事

は
事

賃
上
不
可
能

で
あ

る
か
ら
、

こ

～
に
於

て
住
居

の
不
足
を
来

た
す

し
,
術

ほ
之

に

住

「居

統

計

に

就

て

第
三
+
三
養

五
八
九

醤

號
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住

居

統

計

に

就

て

第
一
一
一
十
三
巻

第
四
披

四

五
九
O

加
へ

τ、
都
市
に
於
て
建
築
の
矯
め
に
使
用
せ
ら
れ
る
土
地
に
封
す
る
投
機
は
、
地
債
を
人
工
的
に
高
か
ら
し
な

る
傾
向
が
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
家
賃
も
亦
騰
貴
す
る
傾
向
を
有
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
家
賃
は
生
計
費
の
最
も
重
要

な
る
一
構
成
部
分
を
な

L
て
居
り
、
ジ
品
ヲ

1
事
へ
の
法
則
が
是
認
せ
ら
れ
る
限
り
に
於
て
、
所
得
の
少
な
き
階
扱

ほ
ど
家
賃
の
重
魅
を
戚
や
る
事
と
な
る
。
勢
働
者
階
級
は
、
其
の
所
得
状
態
を
以
て
し
て
は
家
ら
し
き
借
家
に
住

居
す
る
事
は
金
〈
困
難
で
あ
り
、
過
度
に
密
集
し
て
建
て
ら
れ
た
る
子
プ
グ
グ
内
に
、
過
度
に
密
集
し
て
住
居
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
る
。

小
住
居
の
密
集
そ
の
色
の
が
既
に
非
衛
生
的
で
あ
る
仏
、
こ
の
小
住
居
に
遁
度
の
人
口
が
密
佐
す
る
事
に
よ
り
、

ま
平
家
賃
を
節
約
す
る
矯
め
に
間
貸
し
を
し
て
家
族
員
以
外
の
他
人
分
子
を
加
へ
る
事
に
よ
り
て
、
相
々
な
Z
佐

居
弾
害
が
後
生
す
る
。
密
集
住
居
の
道
徳
的
弊
害
殊
に
性
的
犯
罪
に
関
し
て
は
、
ロ

E
石
田
吾
恥
の
研
究
が
あ
り
、

ま
た
衛
生
的
弊
車
両
即
ち
停
染
病
洗
行
の
危
険
又
は
高
き
死
己
率
等
に
閲
し
て
は
、

F
-
=
N
E
m
-
z
m
J
E
u
-
-
5巾
以
下
、

幾
多
の
愚
者
の
研
究
が
あ
る
。
産
業
大
都
市
は
、
先
づ
英
闘
に
於
て
建
設
せ
ら
れ
、
之
に
次
い
で
、
ペ
w
y

ギ

1
、

偽
蘭
西
、
濁
逸
等
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
一
八
三

O
年
乃
至
三
二
年
に
は
英
圃
で
ヨ
ピ
プ
の
大
流
行
が
あ
っ
て

都
市
の
衛
生
施
設
が
問
題
と
な
り
、
更
に
一
八
四
一
年
に
は
冨
2
8宮
E
E
〉回目

c
n
g
t
S
F円

H
E勺
E
4
2
m

円

]5

U
5
-
-
E唱
え
円

Z
H白
色
己
由
主

0
5
0
5
2
が
組
織
せ
ら
れ
、
勢
働
者
住
居
改
良
政
策
が
枇
舎
問
題
と
な
っ
た
。
こ

れ
に
績
い
て
欧
洲
諸
国
に
於
て
も
勢
働
者
住
居
改
良
政
策
が
枇
曾
問
題
と
な
っ
七
の
で
あ
る
が
、
こ
の
政
策
を
樹

立
す
る
に
営
っ
て
、
其
の
住
居
朕
態
を
明
確
に
す
る
事
が
先
決
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
〉
に
於
て
住
居
調
査
の
必

要
が
生
じ
に
。
従
来
、
欧
洲
諸
国
の
諸
都
市
に
於
て
は
、
住
居
調
査
は
屡
々
繰
り
返
し
賓
施
せ
ら
れ
た
。

欧
洲
大
戦
中
、
欧
洲
諸
国
に
於
て
は
住
居
の
建
築
は
殆
ん

E
中
止
せ
ら
れ
て
ゐ
に
の
で
あ
る
が
、
大
戦
後
、
出

• 
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藁翻

征

し

た
軍

人

が

一
時

に
戦

場

か

ら

引

き

上

げ

て
來

た

薦

め

に
、

大

な

る
住

居

難

を

来

た
し

.
其

の
爲

め

に
、
獅
逸

に
於

て

は

、

一
九

一
八

年

五

月

に
、

冷
國

的

住

居

調

査

を
實

施

し

た

。

し

か

し

こ

れ

は
例

外

的

事

例

で
あ

っ
て

、

欧

洲

大

戦

以

前

に
は

.
猫

逸

に
於

て
も

全

国

的

住

居

調

査

を
實

施

し

た
事

は
な

く

、
殆

ん

ど

地

方

的

に
都

市

に
於

て

の

み
之

を
實

施

し

た

の
で
あ

る
。

住

居

問

題

は
主

と

し

て
都

市
労

働

者

住

居

問

題

で
あ

る
か
ら

で
あ

ひ
。
然

る

に
我

国

に
於

て

は

、
第

二
回
國

勢

調

査

に
際

し

て
、

全
國

的

住

居

調

査

を

敢

行

し

た

の

で
あ

る
が

、
果

し

て
其

の

必

要

が
あ

っ
た

か

を
疑

問

と

せ
ざ

る
を
得

な

い
の

で
あ

る
。

ま

た
住

居

調

査

に
於

け

る
調

査

事

項

が
簡

軍

で
あ

る

場

合

に
は

、
国

勢

調

査

に
附

随

し

て
住

居

調

査

を
實

施

す

る

の
が

普

通

で
あ

る
が

、
濁

逸

に
於

て

は

、
國
勢

調

査

D
に

隠

里

ヒ

司
拳

こ
一丁
丈

τ

～

ウ

で
よ

、+

自
ノ
一
・、
嬰

)
建

轍

同

量

:
曹

董

∠

;

;

葦
症

"

～

ヒ
で

)

舳
。

.c
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、轟
詐
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旧

縁
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仁
岸
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し
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旧
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師

町

ち

一
カ

ニ
五

年

に
頽

け

る
狽

逡

の
陸

勢

諦
査

に
當

っ
て

、
国

勢

譲
査

と

同

時

に
、
住

居

調

査

を

も
全

國

的

に
實

施

す
可

し

と

言

ふ
意

見

も

あ

っ
た

が

、

其

の
意

見

は

、
結

局

、
採

用

せ
ら

れ
す

し

て

.
住

居

問

題

は
特

に
大

都

市

に
於

て
重

要

で
あ

る
と
言

ふ
理

由

に
基

き

、

ベ

ル
リ

ン
市

外

二
十

一
大

都

市

に
於

て

の

み
之

を
質

施

す

る
事

と

な

し

、
且

つ
國

勢

調

査

の
本

調

査

と

同
時

に
賓

施

せ
す

し

て

、
其

の
準
備

調

査

に
附

随

さ

せ

る
事

と

し

た
。
國

勢

調

査

の
本

調

査

と

同

時

に
住

居

調

査

を
實

掩

護

る
事

は

、
調

査

員

の
負

澹

を

過

重

な
ら

し

め

、
國

勢

調

査

全

艦

の
結

果

が

不

良

に
終

る
事

を

恐

れ

た

か

ら

で
あ

る
。

こ

の
事

實

は
我

國

の
住

居

調

査

に
於

て
も

塗

考

に
す
可

き

償

値

が

あ

る
と

信

ぜ

ら

れ

る

。

住

居

調

査

は
右

に
述

べ
た

が

如

き

必

要

に
基

い
て
起

つ
た

も

の

で
あ

る
が

、
住

居

統

計

が

住

居

統

計

研
究

の
資

料

と

し

て
十

分

に
其

の
使

用

に
耐

へ
得

る
薦

め

に
は
、

大

量

観

察

法

上

、

住

居

統

計

に
關

す

る
諸

問
題

を

吟
味

し

て

か

～

る
必
要

が

あ

る
。

こ

の

小
篇

は

、

こ

の
キ

旨

に
基

い
て

、
書

い
た

も

の

で
あ

る
。

住

居

統

計

に

就

て

第
三
十
三
巻

五
九

一

第
四
號

一
一
五

8)京 都 市 社倉 課,借 家 に關 す る調 査(昭 和五 無 四月)二 頁
菰 京 都市 吐會 課 ,借 家 に關 す る調 査(昭 和五 年 四月)に よ才tぱ,京 都市 に於 ける一

人 當畳 数 は,官 公 吏4・1盤,教 育 家4・5畳,會 肚 員4・6聾,勢 働 者2・9畳 で あっ て,
労働 者 は著 し く密 集生 活 を して み る事 實 を 則 る事 が 出來 る(P-23)・ まだ大 阪市
肚會 部,本 市 に於 け る朝鮮人 住 宅問題(昭 和 五年七 月)に よれ ば,大 阪市 に於 け
る内地 人 密集地 域 であ る西 野 田方面 の一一人 當畳数 は3狸 で あ るが,朝 鮮 人 に在 つ



住

居

統

計

に

就

て

第
三
十
三
巻

第
四
競

一
一
六

ヨt
九

ー
ー

佐
居
調
査
に
於
て
は
、
先
づ
調
査
き
る
可
き
住
居
の
概
念
的
定
義
が
問
題
と
な
る
。
住
居
調
査
に
於
げ
る
住
居

は
、
世
帯
と
密
接
不
離
の
闘
係
に
め
っ
て
、
一
世
帯
が
消
費
鰹
梼
生
活
の
矯
め
に
利
用
す
る
居
所
で
あ
る
。
従
っ

て
管
業
上
使
用
す
る
昼
間
は
住
居
で
な
い
。
ま
た
住
居
調
査
に
於
け
る
住
居
は
、
普
通
、
建
築
上
の
住
居
或
は
住

居
番
競
と
一
致
す
る
が
、
必
ら
十
し
も
一
致
す
る
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
建
築
上
の
一
住
居
又
は
一
番
暁
の
住

居
内
に
、
教
佃
の
世
帯
が
居
住
す
る
場
合
、
住
居
調
査
上
、
ぞ
の
世
帯
数
に
調
躍
す
る
住
居
教
が
存
在
す
る
事
に

苧
り
、
之
と
反
射
に
、
建
築
上
の
数
住
居
又
は
数
番
蹴
の
住
居
内
に
一
世
帯
が
居
住
す
る
場
合
、
住
居
調
査
上
、

只
に
車
に
一
住
居
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る
炉
ら
で
あ
る
。

住
居
調
査
は
.
普
通
、
こ
れ
等
の
住
居
全
部
に
豆
っ
て
調
査
寸
る
も
の
で
は
な
い
。
我
園
の
第
二
四
国
勢
調
査

に
於
て
も
、
先
づ
準
世
帯
の
使
用
す
る
住
居
の
調
査
を
除
外
し
た
。
準
世
帯
に
於
け
る
住
居
を
除
外
し
た
の
は
、

所
調
住
居
問
題
と
直
接
的
開
係
が
少
な
い
矯
め
で
あ
ら
う
。
失
に
普
通
世
帯
に
於
げ
る
住
居
の
内
で
も
、
舟
筏
其

の
他
掛
小
屋
醒
責
張
天
幕
等
臨
時
の
設
備
に
就
て
は
住
居
調
査
を
賓
施
し
な
か
っ
た
。
舟
筏
に
於
け
る
居
室
の
構

造
は
普
通
の
建
物
に
於
け
る
居
室
の
構
造
と
は
全
く
異
な
っ
て
ゐ
る
し
、
掛
小
屋
其
の
他
の
設
備
は
臨
時
的
の
ち

の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
除
外
し
て
調
査
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

住
居
調
査
に
於
て
は
、
こ
の
住
居
の
庚
さ
を
決
定
す
る
事
が
先
決
問
題
で
あ
る
。
業
の
住
居
内
に
生
活
す
る

世
帯
員
数
を
住
居
の
虞
さ
と
閥
聯
さ
せ
て
初
め
て
住
居
の
密
度
を
知
る
事
が
出
来
、
こ
れ
が
住
居
問
題
を
深
く

洞
察
す
る
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
住
居
の
庚
さ
を
決
定
す
る
最
良
の
方
法
は
、
其
の
住
居
の
容
積
を
測
定
す

る
に
あ
っ
て
、
現
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
、
ラ
イ
プ
チ
ヅ
ヒ
市
等
に
於
て
こ
の
方
法
が
採
用
せ
ら
れ
た
事
が
あ
る
が
、

では，僅か0.55轟に過~・7c い. (p. 5) 
Tyszka， a， a り， S 107・

D~ヨlaschke ， Die Bodenreform， 17・Aufl.Jena， 1919' S. 75 ff. 
Prinzing， F.， Hanclbuch der medlzinischerJ. Str~ti 叫】'1<. J ella， 1906. S. 442 ff. 
Newsholme， A.， The Elements of Vital St，:Ltis1 LCS. てう~ewed. London， 1923-P・305 ff. 
Fnchs， a. a， 0.， S. 1100 
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普
通

、
申

告
義
務
者

は
自
己

の
住
居

の
容
積

を
正
確

に
知
ら
な

い
し
、
調
査
員
が
之

を
調
査
す

る
場
合

に
は
、
非

常
な
手
数

と
人

な

る
経
費

と

を
必
要
と

す

る
か
ら
、

こ
の
方
法

は
決
し

て
賞
用
的

で
は
な
く
、
從

っ
て

一
般

に
採

物

用

さ
れ

て
る
な

い
。
そ

こ
で
、
普
通

に
は
、
房

室

(葬

=
∋
)
の
歎

を
以
て
住
居

の
廣

さ
を
測
定

す

る
事

に
な

っ
て

み

る
。
し

か
し
房

室

は
同

一
の
住
居
内

に
於

て
も
大

小
が
あ
り

、
ま
た
地
域

に
よ

っ
て
、
房
室

を

一
般

に
大

き

く

作

る
所

と
小

さ
く
作

る
所
と
が
あ

る
。

例

へ
ば

濁
逸

に
於

て
は
、
東
部
及

び
中
部

の
住
居
は
、
西
部
及

び
北
部

の

住

居

に
比
較

し
て
、

一
般

に
房

室

は
大

き

い
と
言

は

れ
て
る
る
。

そ
れ
故

に
小

さ
き

二
個

の
房
室

よ
与
も
大

き

な

一
個

の
房

室

の
方
が
容
積

が
廣

き
場
合

が
有

り
得

る
か
ら

、
房

室

の
数
を

以

て
住

居

の
贋

さ
を
決
定
す

る
事

は
決

し

て
正
確

で
は
な

い
が
、
他

に
適
當

な

る
標

準
が
な

い
か
ら

、
已

む
を
得

す

こ
の
標
準
を
採
用

し
て
み
る
ま

で
の

事

で
あ

る
。
我
国

の
大
都
市

の
住
居
調

査

に
於

て
は
.
大
抵
.
室
数

の
外

に
、
住

居
者

一
人
當
田畳
敷
を
も
調
査

し

て
み
る
が
、

こ
れ
は
諸

外
國

の
住

居
調

査

に
於

て
は
な
し
得
ざ

る

一
特
徴

で
あ

り
、
あ

る
程
度

ま
で
住
居
密

度

を

標
指

し
得

る
も

の
で
あ

る
と
信
ぜ
ら

れ

る
。
し
か

る

に
第

二
回
国
勢

調
査

に
於

て
は
、
輩

に
室

敷

を
調
査

す

る
に

留

め
、
田畳
敷

の
調
査

を
控

へ
た
事

は
頗

る
遺

憾

で
あ

る
。

房
室

に
は
居
間
、
客
間

、
寝
室

、
食

堂

、
毒
所

、
納

屋
等

の
種

類
が
あ

り
、
更

に
房
室
と
匪

別

の
困
難

な

る
物

干
場

、
仕
切
部
屋
.
(<
2
醗∩
三
m
σq
)
等

も
あ

る
が
、
全

て
こ
れ
等

を
調
査

す
可

き

で
あ

る
か
否

か

に

つ
い
て
は
大

い

に
議

論
が
あ

る
。
往
居
内

の
房
室

は
全
て
住
居
者

の
利
用
す

る
所

の
も
の

で
あ

る
か
ら

、
こ
れ
等

は
全
部

調
査

に

加

ふ
可

き

で
あ

る
と
言

ふ
意

見

も
あ

る
。

一
九

一
八
年

に
於
け

る
濁
逸

の
住
居

調
査

は
こ
の
意

見

に
基

い
て
實
施

せ
ら

れ
た

の
で
あ

る
。
し
か
る

に
他

方
、
壷

所
、
納
屋
等

は
居
住

の
目
的

に
使

用

さ
れ
る
事

は
殆

ん
ど
な

く
、
そ
し

て
房
室

の
調
査

は
住
居
密
度
を
決
定

す
る
事

を
主

眼
と
す

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
居
住

に
直
接

關
係

な
き
房
室

を

居

住

統

計

に

就

て

第
三
十
三
巻

五
九
三

第
四
號

一
一
七

13)
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15)
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17)
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住

居

統

計

に

就

て

第

三
十
三
巻

五
九
四

第
四
號

一
一
八

鋤

除

外
す

る
方
が
適
當

で
あ

る
と
言

ふ
意
見
が
あ

る
。
し
か

し
如
何
な

る
房
室

が
居
住

に
直
接
關
係
あ

る
も

の
で
め

る
か
を
識
別

す

る
絶
対

的
標
準

は

な

い
か
ら

、
濁
逸

の
住
居
調
査

に
於

て
は
、
従
来

、
暖
房
装
置

の
あ

る
房
室

を

以

て
居
住

に
直

接
關
係

あ

る
室

(N
{聾
5
騨
)
と
看
做

し
た

の
で
あ

る
。
そ
し

て
濁
逸

の
住

居
調
査

は
、
多

く
の
場

勘

合

、

こ

の

標

準

に
基

い

て
實

施

せ

ら

れ

た

。

濁

逸

の

住

居

に
於

て

は

、

暖

房

装

畳

は

、

多

く

の
場

合

、
房

室

に

固

定

し

て

み

る

が

、

し

か

し

任

意

に
持

ち

運

び

し

得

る

暖

房

具

を

使

用

す

る
所

で

は

、

こ

の

標

準

を

採

用

す

る

繹

に

は

行

か

な

い
。

殊

に
我

国

の

如

く

.

殆

ん

ど

全

て

の

場

合

に

、

暖

房

具

と

し

て

火

鉢

を

使

用

し

、

固

定

的

暖

房

装

置

の

43
臨
し

き

斬

で

は

、

濁

逸

に
於

け

る

こ

の

標

準

は

全

く

問

題

に
な

ら

な

い

の

で

あ

る

、

菊

判

)
霞

ρ
一
町

醐

堅

田
隔
壁

こ
か
、
ナ

.⊇
ヒ
L
弓

D

,巨
一
一
)

、
r
ヒ
十
八
「
丑
コ
罰

、

睾
丸
ぎ

b

海運
旨
旨
』巨
、

臣
引
痔

、

』浄
【射
撃

甲判
一捻
h

こ

一
E
ハ
日時

拝

与
ニ

ノ哩↓
一正
=
㌻
二

一三F
蓼

ク
つ
目
μ
左
一一.
7刻
臓
r

考

に陽
σ

左
〃
「
一幅
μ
愼

蚕
フ
ユ旧「口
.一イ
轟
一
壷
刀
を

.プ、矛
T
E
海
σ

目5
二
壱

!

し

'

起

臥

飲

食

に
用

ひ

ら

る

る

室

に
し

て

、
.二
畳

敷

以

上

の
廣

さ

あ

る

も

の
を

謂

ひ

、

椽

側

、

廊

下

、

炊

事

場

、

湯

殿

助

便

所
、
倉
庫

、
物
置

、
螢
業

用

の
宝
寺

は
之
を
含
ま
す
」

と
規
定

し

て
み
る
。

こ
の
規

定

に
よ
れ
ば

、
住
居
内

に

於

け

る
全
部

の
房
室
を
調
査

す
る

の
で
は
な

く
、
起
臥
飲

食

に
直
接

關
係

な
き

も
の
を
除

外

せ
ん
と

す

る
も

の
で

あ

る
が
、
濁
逸

の
住
居
調
査

に
於

け

る
が
如

く
、
暖
房
装
置

の
有
無

を
標

準

に
す

る
事

は
出
来
な

い
か
ら
、
我
国

に
於

て
は
除

外
事
項

を
例
示

的

に
掲
げ

た

の
で
あ

る
。
こ
の
規
定

は
大
膿

に
於

て
通

常

で
あ

る
と
考

へ
ら

れ
る
が
、

若

し
室
数

の
調
査

と
同
時

に
家

賃
も
調
査

さ
れ

る
場
合

に
は
、
管
楽

用

の
室

を
有

す

る
住

居

に
つ
い
て
は
、
螢
業

用

の
室

を
除

外
し
て
其

の
房
室

を
調
査

す

る
事
以
外

に
、
螢
業

用

の
室

を
有

せ
ざ

る
住
居

と
、
全
然

之

を
麻

別
し

て
調
査
す

る
必
要

が
あ

る
。
寧

ろ
か

か

る
住
居

は
全

く
調
査

外

に
置

く
方
が
安
全
確
實

で
あ
ら

う
。
螢
業

用
の
室

を
有
す

る
住

居
は
、
こ
れ
を
有

せ
ざ

る
住
居

に
比
較

し
て
、
家
賃

は
常

に
高

く
、
爾
者

を

一
緒

に
取
扱

ふ
事

は
避

け

ね
ば
な
ら

な

い
。

一
八
九
〇
年

に
於
け

る
ベ

ル
リ

ン
市

の
住
居
調
査

、

一
九

一
〇
年

に
於

け
る

ハ
レ
ー
市

の
住

・8)

・g)

2。)
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居
調
査

は
、
何
れ
も
螢
業

用

の
室
を
有

す

る
住
居
を
除

外

し
た
。

家

に
住
居

の
附
屡
室

即
ち
炊
事
場

、
湯
殿
、
便

所
等

の
有
無
並

に
住
居

の
諸

設
備

即
ち
水
道

、
電
燈

、
琵
斯
等

の
有
無

は
、
其

の
佳
居
内

に
生
活

す

る
世
帯

の
住
居
様
式
と
密
接

な

る
關
係
が
あ

る
か
ら
、
漱

洲
諸
都
市

の
住

居

調
査

に
於

て
、

こ
の
鮎

に
特

別

の
注
意

が
彿
は
れ

て
る

る
。
特

に
小
住
宅

に
寓

し
て
は
、
炊
事

場

の
有
無

を
調
適

す
る
事

は
大

い
に
意
義

が
あ

る

の
で
、
竃
雪
∩冨

只

一
八
九

〇
年
)
目
螢
びq
号
σ
⊆
「σq
(
一
九
〇
四
年
)
じd
=
α
醸
ロ・
、只

一
九
〇

六
年
)
切
器
9
(
一
九

一
〇
年
)
○
・。δ
(
一
九

二
ρ
年
)
等

の
住
居
調
査

に
於

て
は
、

一
室

乃
至
三
室

を
有
す

る
小
住
宅

に

つ
い
て
は
、
炊

事
場

の
有
無

を
調
査

し
た
。
し

か
し
我
国

の
炊
事
場

は
殆

ん
ど
土
間

で
あ

っ
て
、
欧
洲
諸
國

の

敷
草
場

の
「即
く
.
居
室

}
し

て
爺
駕

し
得
ざ

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
特

に
之

を
調
査

す
可

き
理
由
が
な

い
や
,,
で

あ

る
。
し

か
る
に
大
都
市

に
於

け

る
小
住
宅

の
衛
生

状
態

を
観
察

す

る
爲

め

に
は
、
各
自
専
用

の
便
所

の
有
無

を

調
査

す

る
必
要
が
あ

る
と
思

は
れ

る
。
大

都
市

の
長

屋
式

小
住
宅

に
は
自
家
専
用

の
便
所

な
き
も

の
が
少
な
く
な

い
と
言

ふ
事

で
あ

る
。

三

住
居

の
廣

さ
と
住
居
者
敷

と

の
關
係

即
ち
住
居
密
度

(≦
げ
7
5
集
6
夏

σq
冨

【蝕)
を
最
初

に
問

題

に
し
た

の
は
、
ω
・

2
窪
∋
睾
口
で
あ

っ
て
、

一
入
六

一
年
十

二
月

、

ベ

ル
リ

ン
市
勢

調
査

の
結

果

に
つ
い
て
、
住
居
密
度
を
計
算

し
、

一
室

に
六
人
叉
は

そ
れ
以

上
住
居

す

る
場

合
、
又

は

二
室

に
十

人
叉

は
そ
れ
以
上
住
居
す

る
場
合

を
入

口
の
過
住

と
看
做
し
た
の
で
あ
っ
、
・
元
来
・
住
居
の
廣
さ
と
住
居
者
敷
と
の
關
係
を
明
ら
か
・
す
・
事
は
屈

居
馨

の

中

心
問

題

で
あ

る
と

言

っ
て
よ

い
。

入

口

の
過
度

に
密

集

せ

る
住

居

は

、

あ

る
意

味

に
於

て
、
住

居
缺

乏

の
結

果

住

居

統

計

に

就

て

.

第
三
十
三
巷

五
九
五

第
四
號

一
一
九

22)
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住

居

統

計

・

就

・

.

.

第

三
+
三
巻

五
九
六

集
銭

三

。

で
あ
り

、
或

は
少
な

く
と
も
住
居

に
關
す

る
需
給
關
係

の
調
和
が
保

た
れ

て
み
な

い
結

束

で
あ

り
、
ま

た
こ
こ
に

衛
生
的
並

に
道
徳
的
弊
害
の
塞

す
・
根
源
が
存
す
・
の
で
あ
っ
て
、
・
れ
等
の
事
情
を
明
確
に
す
る
事
は
・
住

居

政
策

上
長

も
重
要

で
あ

る
。

こ
の
住
居
密
度

の
算

出

に
は
種

々
な

る
方

法
が
行
は
れ

て
る
る
。
現

に
使
用

さ
れ

て
る
る
住

居
の
総
数

又
は
居

室
の
叢

崔

居
者
簸

と
の
割
合
も

;

の
住
居
密
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
・
こ
の
住
居
密
度
は

語

會
叉
は

毒

市
禽

の
蛋

黛

密
度
で
あ
っ
て
、
雑

な
径

居
食

を
有
す
・
書

階
級
と
稠
密
な
る
住
居
痩

を

套

,
註

會
階
墾

、
皐

均
か
ら
成
り
立
っ
て
る
る
。
住
居
肇

上
、
吾
々
の
智

ん
と
欲
す
る
折
は
・
吐
露

級

別

の

住

居

密

度

で

あ

り

、
痔

に
勢

動

音

階

.吸

D

主

吾

聲

鐘

『

ら

る

。

遣

)

r
一
:

)

一
毘

㌻

r
ア
ヒ

}

姿

巨

ヒ

く

ノ

の

りロ

　

づ

　　ノ
　

ぜあ

く
イ

ノ

デろ
オ

ワ

と

ノ
　

お

ノ

ロ

こ

り

　
　
ハ
　
　
ア
じを

カ

お

ゑ

に

ロブ

し

て
重
要
な
も
の
で
は
置

.。
そ
・
で
各
住
居
別
・
住
居
密
度
を
算
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
が
2

住

居
荏

居
姦

に
よ
る
住
居
震

美

し
て
嚢

あ
・
も
の
で
は
な
い
・
何
故
な
ら
ば
住
居
の
誓

笑

い
長

な

っ
て
み

る

に
拘

ら
す

、
結
局

、
多
歎

の
世
帯

員
を
擁
す

る
住
居

の
住
居
密
度

が
高

い
と
言

ふ
結
果

に
な

る
か
ら

で
あ

る
C

.、
れ
實

際

の
實
況

に
反

す

・
も
の

で
あ

・
。
住
居

の

輩

位
と

し

て

一
定

の
籍

を
定

め
・

こ
れ
と
住

居
者
数

と

の
關
係

を
各
住
居

に
つ
い
て
算
出

せ
る
も

の
を
住
居
密

度
と
す

る
な
ら
ば

・
最
も
合

理
的

で
あ

翫
騨

し

か

し
、
住
居

の
容
積

を
調
査

す

る
事

は
、
既

に
述

べ
た
が
如

く
、
殆
ん
ど
不

可
能

で
あ

る
か
ら

・
從

っ
て

こ
の
住

居
密
度

の
算

出
方

法
も
貴
行

し
難

い
の
で
あ

る
。
そ
れ
故

に
、
普

通

「
室
當
住

居
者
激

を
以

て
住
居
密
度

を
示

す

事

と
し

て
み
る
。

・、
の
方
法

に

つ
い
て
も
、
難

を
指
摘
す

る
事

が
出
来

る
が

・
他

に
適
當
な

る
方
法
が
な

い
か

ら

、

一
般

に
之

を
以

て
満

足
し
て

み
る
の
で
あ

る
。
し

か
し
我
国

の
住
居
調
査

に
於

て
は
・
幸

・
藍
敷

を
調
査

す

謝謝
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る
事

が
出
来

る
の

で
あ

っ
て
、
こ
れ
を

一
軍

位

と
し
て
住
居
密

度
を
算

出

し
た
も

の
は
、
居
室
を
軍
位
と

し
て
算

へ

へ

出

せ

る
住

居
密

度

よ

り

も

よ

り
精

確

な

も

の

で
あ

る

に
違

ひ

な

い
。
然

る

に
第

二
回

國
勢

調

査

に
於

て

は

、
畳

敷

を

調
査

し

な

か

っ
た

か
ら

、

住

居

密

度

を
算

出

す

る
場

合

、
聲

を

軍

位

と

す

る
計

算

方
法

を
採

用

す

る
課

に
は
行

か

な

い
事

に
な

っ
て

み

る
。

右

に
述

べ

た
算

出

方

法

に
よ

っ
て

、

各
住

居

別

の
住

居
密

度

に
關

す

る
材

料

が

出
来

上

る
の

で
あ

る
が

、
次

に

之

を
如

何

に
整

理

し

て
、

統

計

表

を

作
製

す

可

き

か
が

問

題

と

な

る
。
先

づ
第

一
に
肚
會

階
級

別

又

は
職

業

別

に

こ

の
材

料

を

分

類

し

て
、
肚

會

階

級

別
又

は
職

業

別

に
よ

る
住

居

密

度

に
關

す

る
統
計

表

を
作

製

す

る
事

に
よ

つ

一」
・
上

尾皇
虹
ヨ
疹
～く

}
出
血典
隆之
ニ
ヒ

)
【
..・

ヒ
L
-雪
辱へ白
蜜
し
ぶ

皿
耳
・
一
一
目
趾島

ノ
〔

p⊇
、)
P

ρ
'卜
U七
笈
」ー
ノ)
匡
㌧
P
H
叫膳
戸
7
.
ρ
。

慈

こ

・
-

一…厘
腫

国

轟筋
気
ノ.F后
坤

翁

一
、
ザ
'
「
.

ず
T
r
川
μ柴
門
ル
廊
.幽

牽̀

一
着

㍗
.
h澱
一
、
甲
歴『
.〆。
・オ
λ
亡
歯

車

「
.♂,{志
詰
み
」
ー
ヌ/
.'

・,㌻
一

同

一
肚

會

階
級

叉

は

同

一
職

業

内

に
在

っ
て
、

住

居

の
廣

さ
帥

ち

三
室

の
住

居

、

四
宝

の
住

居
等

に
慮

じ

て
、

そ

れ

ぞ

れ

住

居
密

度

を
示

す
場

合

に
は

、
住

居

の
贋

さ
と

住

居
密

度

と

の
關

係

を

知

る
事

が

出
來

る
。

更

に
住
居

密

度

に
重

み

(≦

且
σq
ε

を
附

け

る
目

的

か
ら

、

住

居

者

の
年

齢

を

示

す
事

も
大

い

に
意
義

が

あ

る
。

最

後

に
住

居

者

の
構

成

分

子

(
住

居

者

は

全

部

塚

族

員

の

み

で
あ

る

か

.
家

族

員

と

使

用

人

と

で
あ

る
か

、
爾

ほ

其

の
他

に
間

借

人

が
加

っ
て

み

る
か
等

を

問

題

に
す

る
)

に

つ

い
て
も

考

慮

を
加

へ
る

な

ら

ば

、
住

居

密

度

と

道

徳

的
影

響

に

關
す
る
研
究
上
・
糖

あ
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
魅

上
述
の
昌

に
斐

二

八
八
。
年
の

園
・庭

の

住
居
統
計

は
、
住
居
構
成
員

別

に
よ
り
、
室
数

と
人
員
敷

と
を
示

し
、

一
九
〇
六
年

の

鵠
・
畠
℃
。
鴇

の
住
居
統
計

は
職
業

別

に
よ
り
、
室
数

と
人
員
数

と
を
示

し
、
更

に

一
九

二
五
年

の
住
居
統
計

は
職
業

別
、
世
帯

別

に
よ
り
、

鉛

室
敷
と
人
員

敷
と
を
示
し

て
み
る
。

住

居

統

計

に

就

て

第
三
十
三
倦

五
九
七

第
四
號

一
二

一

'

30)
31)
32)
33)
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住

居

統

計

に

就

て

第
三
十
三
巻

五
九
八

第
四
號

一
二
二

の

術

ほ
住

居
密

度

に
關
嚇

し
て
、
居
住

者
過
多

(O
σ
臼
σ
・<
窪
§

∈
菰
)
の
問
題

が
生
す

る
が
、
何

を
以

て
正
常

的
住

居
状
態

と
見

る
か

に
つ
い
て
は

一
定

の
標
準

が
あ

る
澤

で
は
な

い
。
既

に
述

べ
た
が
如

く
、
り。
。
三
2
日
四
毒

は

一

室

に
⊥
八
人
又

は
そ
れ
以
上
、

二
室

に
十
人
叉

は
そ
れ
以
上
を
以

て
居
住
者
過

多
と
な
し

、
こ
の
標
準

は
、
濁
逸

に

於

て
、
相

當
久

し
き
間

、
採
用

さ
れ

た
が

】申8
穿
げ

は

一
室

に
二
人
、

二
室

に
西
入

を
正
常
的
住
居
状
態

と
な
し

鋤

ま

た

醸
・簿

は

、

こ

れ

と
異

な

る
標

準

に

つ
い

て
述

べ
て

み

る
。

ま

た

こ

の
正
常

住

居

状

態

の
標

準

は

、
英

国

に

燭

於

て
は
、
濁
逸

の
場
合

と
は
異

な

っ
て
み
る
や
う

で
あ

る
が
、
要

す

る

に
、

こ
の
標
準

は
決
し

て

一
定
不
凝

の
も

の
で
は

な
く
、
時

と
場
所
と

に
よ

っ
て
相
違

し
て
居
り

、
ま

た
相
違

し

て
差

支

へ
な

い
も
の
で
あ

55
う
。
し

か
し

過
密

住
居

が
健
康

に
及

ぼ
す
悪
影
響

に
つ
い
て
は
、
既

に
幾
多

の
研
究

が
あ

り
、

こ
れ
は
動
か
し
難

き
事
實

で
あ

る
か
ら

、
住
居
取
締

上

か
ら
言

っ
て
、
其

の
杜
會

に
適

切
な

る
正
常
住
居
状
態

の
標
準

を
確
定

す
可

き
で
あ

る
。

こ
れ

に
は
外
国

の
標
準

を
其

の
儘
採
用
す

る
事

は
危
険

で
毒

っ
て
、
我
国

に
於

て
は
、
我
國

の
統

計
資
料

に
基

き

其

の
肚
會

に
適
切
な

る
標
準

を
規

定
し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
只

だ

こ
の
目
的
女

け

か
ら
言

っ
て
も
、
第

二
回
国

勢
調
査

に
住
居

の
調
査

を
加

へ
ら

れ
た
事

は
大

い
に
意

義
あ

る
事

と
言
は
ね
ば
な

ら
な

い
。

住
居
調
査

の
結
果
が
如
何

に
整

理
さ
れ
、
如

何

に
製

表

さ
れ
、

そ
し

て
如

何
な

る
統
計
資
料
が
提
供

せ
ら

れ
る

か
は
、
統

計
學

の
研
究

に
徒
事

す
る
者

の
み
な
ら
す
、
凡
そ
住
居
問
題

に
關

心
す

る
者

の
均
し
く

、
興
味

を
有

っ

て
大

い
に
知
ら

ん
と

欲
す

る
所

で
あ

る
。

術

ほ
住

居
統
計

に
於

て
は
、
居
室

の
外

に
、
家
賃

も
亦
重
要
な

る
問
題

の

一
つ
で
あ

る
が

、
第

二
回
国
勢
調
査

は
こ
σ
問
題

に
及
ば

な

か

っ
た
か
ら

、
本

論

に
於

て
も

、

こ
の
問

題

に
鯛

れ

る
事

を
控

へ
て
置

く
。
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